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議案第1号

八千代市税条例の一部を改正する条例の制定について

八千代市税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和 6年6月3日提出

八千代市税条例(昭和29年八千代市条例第26号)の一部を次のように改

正する。

第3 4条の 7第 1項中「若しくは金銭」及び「それぞれ」を削り,同項第9

号を次のように改める。

⑨所得税法第78条第2項第4号に規定する公益信託の信託財産とするた

めに支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金

第5 6条中「第6 4条第4項」を「第 15 2条第5項」に改める。

附則第4条の 2 を削る。

附則第 10条の 2第 13項を削り,同条第 12項中「附則第 15 条第2 5項

第3 号ハ」を「附則第 15 条第2 5項第4号ハ」に改め,同項を伺条第13項

とし,同条第 11項中「附則第 15 条第 2 5 項第3号口」を「附則第 15条第

2 5項第4 号口」に改め,同項を同条第12項とし,同条第10項中「附則第

15条第2 5項第3 号イ」を「附則第 15条第 2 5項第4号イ」に改め,同項

を同条第 11項とし,同条第9項中「附則第 15条第2 5項第 2号ハ」を「附

則第15条第25項第3号ハ」に改め,同項を同条第10項とし同条第8項

中「附則第 15条第2 5 項第2号口」を「附則第 15 条第2 5項第 3 号口」に

改め,同項を同条第9項とし,同条第7項中「附則第15条第 25項第2号イ

」を「附則第 15 条第 2 5項第3 号イ」に改め,同項を同条第8 項とし,同条

第6項の次に次の 1項を加える。

7 法附則第15条第25項第2号に規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で定める割合は,7分の6とする。

八千代市税条例の一部を改正する条例

八千代市長服部友則

・ 1 ・



附則第 10条の 3第 13 項を同条第 14項とし,同条第 12項中印付則第7

条第 17項」を「附則第7条第 18項」に改め,拘項を同条第 13項とし,同

条第 11項中「附則第 7条第 16項各号」を「附則第 7条第 17項各号」に改

め,同項を同条第 12項とし,同条第 10項中「附則第7条第 11項各号」を

「附則第7条第12項各号」に改め,同項を同条第 11項とし,同条第9項中

「附則第7条第10項各号に規定する」を「附則第7条第 11項各号に掲げる

」に改め,同項を伺条第 10項とし,同条第8項中「附則第7条第 9項各号」

を「附則第7条第 10項各号」に改め,同項を同条第9項とし,同条第7項中

「附則第7条第8項各号」を「附則第7条第9項各号」に改め,同項を同条第

8項とし,同条中第6項を第7項とし,第3項から第5項までを 1項ずつ繰り

下げ,第2項の炊に次の 1項を加える。

3 市長は,法附則第15条の7第1項又は第2項の認定長期優良住.宅のうち

区分所有に係る住宅については,前項の申告書の提出がなかった場合におい

ても,長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)

第5条第4項に規定する管理者等から,法附則第15条の7第3項に規定す

る期間内に施行規則附則第7条第4項に規定する書類の提出がされ,かつ,

当該区分所有に係る住宅が法附則第15条の7第1項又は第2項に規定する

要件に該当すると認められるときは,前項の規定にかかわらず,同条第1項

又は第2項の規定を適用することができる。

附則第 2 2条の 2 中「第 3 2 項」を「第 3 3 項」に改め,「,第 3 5 項,第

3 9項」を削り,「第4 6 項」を「第4 5項」に改める。

別表第34条の7第1項第9号に掲げる金銭の項中「掲げる金銭」をけ易け

る寄附金」に,「特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭」を「公

益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連す

る寄附金」に改める。

附則

(施行期日)

第1条この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定

は,当該各号に定める日から施行する。

①第56条の改正規定令和7年4月1日

・ 2 ・



②第34条の7第1項の改正規定,附則第4条の 2を削る改正規定及び別

表第34条の7第1項第9号に掲げる金銭の項の改正規定並びに歌条の規

定公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)の施行の日の属する

年の翌年の 1月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)附則第3条

第1項の規定の適用がある場合における前条第2号に掲げる規定による改正

後の八千代市税条例第34条の 7第1項(第9号に係る部分に限る。)の規

定の適用については,同項第9号中「寄附金」とあるのは,「寄附金(所得

税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)附則第3条第1項の規

定によりな船その効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前

の所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金'とみなされるものを含む。

)」とする。

(圖定資産税に関する経過措置)

第3条別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の八千代市税条

例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は,令和6

年度以後の年度分の周定資産税について適用し,令和5年度分までの固定資

産税については,なお従前の例による。

2 令和2年4月1日から令和 6年3月3 1日までの間に新たに取得された地

方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による

改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項及び炊条第2項におい

て「旧法」という。)附則第15条第25項に規定する特定再生可能エネル

ギー発電設備に対して課する固定資産税については,な船従前の例による。

3 平成29年4月1日から令和 6年3月31日までの間に受けた旧法附則第

15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保

育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税にっいては,なお従

前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中都市計画税に関する部

分は,令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し,令和5年度分

・ 3 ・



までの都市計画税については,なお従前の例による。

2 平成 29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた旧法附則第

15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保

育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については,なお従

前の例による。

提案理由

地方税法等の一部改正等に伴い,条例を改正いたしたい。

・ 4 ・



議案第2号

八千代市市営住宅等管理条例の一部を改正する条例の制定について

八千代市市営住宅等管理条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和6年6月3日提出

八千代市市営住宅等管理条例の一部を改正する条例

八千代市市営住宅等管理条例(平成9年八千代市条例第26号)の一部を次

のように改正する。

別表八千代市市立第二村上団地の項を削る。

附則

この条例は,公布の日から施行する。

提案理由

市立第二村上団地の用途を廃止するため,条例を改正いたしたい。

八千代市長服部友則
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議案第3号

八千代市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

八千代市水道事業布設工事監督者の配置基準及ぴ資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和6年6月3日提出

八千代市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準を定める条例の一部を改正する条例

八千代市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準を定める条例(平成24年八千代市条例第35号)の一部を次

のように改正する。

第4条第6号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。

附則

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の第4条第6号に規定する講習の課程を修

了している者については,改正後の同号に規定する者とみなす。

八千代市長服部友則

提案理由

水道技術管理者の資格基準を改めるため,条例を改正いたしたい。

,フ・





議案第4号

八千代市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について

八千代市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を炊のように制定する。

令和 6年6月3日提出

八千代市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例

八千代市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成

26年八千代市条例第30号)の一部を次のように改正する。

第3 0条第2項第3 号中「2 0人」を「15人」に改め,同項第4号中「3

0 人」を「2 5 人」に改める。

第 3 2 条第 2 項第 3 号中「2 0 人」を「15 人」に改め,同項第4 号中「3

0 人」を「2 5 人」に改める。

第4 5 条第 2項第 3 号中「2 0 人」を「15 人」に改め,同項第4 号中「3

0 人」を「 2 5 人」に改める。

第4 8条第2項第3 号中「2 0人」を「15 人」に改め,同項第4号中「3

0 人」を「2 5 人」に改める。

附則

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み,保育の提供に支障を及ぽすお

それがあるときは,当分の間,改正後の第30 条第2項,第32条第2項,

第45条第2項及び第48条第2項の規定は,適用しない。この場合におい

て,改正前の第30条第2項,第 32条第2項,第4 5条第2項及び第4 8

・ 9 ・

八千代市長服部友則



条第2項の規定は,

する。

提案理由

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い,条例を改

正いたしたい。

この条例の施行の日以後においても,なおその効力を有

、

・ 10 ・



議案第5号令和6年度八千代市一般会計補正予算(第2号)
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議案第6号

契約の締結について

市は,次の契約を締結する。

令和6年6月3日提出

13 ・

契約事項

契約方法

契約金額

契約の相手方

みどりが丘学童保育所(南館)建設(建築)工事

一般競争入札

200,200,000円

八千代市大和田新田920番地12

万葉建設株式会社

代表取締役佐々木俊

八千代市長服部友則

提案理由

みどりが丘学童保育所(南館)建設(建築)工事について,万葉建設株式会社と

契約を締結いたしたい。

記

1
 
2
 
3
 
4





議案第7号

契約の締結について

市は,次の契約を締結する。

令和 6年6月3日提出

1 契約事項

2 契約方法

・ 15 、

八千代市立小中義務教育学校特別教室等増設空調設備の

購入

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に

よる随意契約

1,5 5 9・,3 6 0,0 σ 0円

八千代市萱田 2233番地4 1 グリーンアイリス 20

1

契約金額

契約の相手方

八千代市長服部友則

提案理由

八千代市立小中義務教育学校特別教室等増設空調設備の購入について,八千

代SAパートナーズ株式会社と契約を締結いたしたい。

八千代SAバートナーズ株式会社

代表取締役高田貞 ^

記

3
 
4





議案第8号

財産の取得について

市は,次の財産を取得する。

令和 6年6月3日提出

1 財産の種類

敢得方法

取得金額

取得の相手方

2

3

4

救助工作車(Ⅱ型)

一般競争入札

188,100,000円

東京都港区港南一丁目2番70号

帝商株式会社

代表取締役中野誠

八千代市長服部友則

提案理由

救助工作車(Ⅱ型)を,帝商株式会社から取得いたしたい。

・ 17 ・
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議案第9号

路線の認定について

市は,次の路線を市道に認定する。

令和6年6月3日提出

300572

路線名

400527

大手口田新田

490号線

起

700584

緑が丘西

H3別泉

八千代市長服部友則

大禾口田新田字向山

460番綿

(地番地先)

村上

記

提案理由

開発行為により築造された道路を市道路線として認定いたしたい。

緑が丘西四丁目

点

273 号怖泉

終

村上字黒沢台

大和田新田字向山

4諦番詑

(地番地先)

4番1

緑が丘西四丁目

点

1973番1

重要な繩母地

(趙潘地先)

村上字黒沢台

1973番29

4番2

備考

19 ・

理
号

整
番





諮問第1号

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員に次の者を推薦したいので,議会の意見を求める。

令和6年6月3日提出

石川昭博

千葉県八千代市勝田台南

八千代市長服部 友則

・ 21 ・

記

名
所

氏
住




